
平
成
二
十
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
命
令

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
の
委
任

に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
務
大
臣
の
権
限
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

財
務
大
臣
の
権
限

都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
区
域
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
又
は
国
税
局
長

厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
（
当
該
区
域
が
四
国
厚
生
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
国
厚
生
支
局
長
）

農
林
水
産
大
臣
の
権
限
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
農
政
局
長
及
び
北
海
道
農
政
事
務
所
長
又
は
森
林
管
理
局
長

経
済
産
業
大
臣
の
権
限
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長

国
土
交
通
大
臣
の
権
限
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
、
地
方
運
輸
局
長
（
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
五
号
、
第
十
八
号
、
第
八
十

六
号
、
第
八
十
七
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九
十
三
号
及
び
第
百
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
八
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
同
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
権
限
に
つ

い
て
は
、
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
又
は
地
方
航
空
局
長

環
境
大
臣
の
権
限

都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
環
境
事
務
所
長

防
衛
大
臣
の
権
限

都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
方
防
衛
局
長

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
命
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
の

委
任
に
関
す
る
命
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
表
財
務
大
臣
の
権
限
の
項
中
「
若
し
く
は
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
若
し
く
は
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
三
号
）

こ
の
命
令
は
、
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の
た
め
の
国
家
行
政
組
織
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
七
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
五
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


